
65歳以上の方へ
「生活機能評価に関する基本チェックリスト」
を送付します
4月から開始した介護予防サービスを利用していただくため
に、65歳以上の方は基本健康診査に合わせて「生活機能評価
に関する基本チェックリスト」を医療機関に提出していただ
くことになります。
誕生月にあわせて基本健康診査の受診票と「チェックリス
ト」を郵送しますので、必要事項を記入し、基本健康診査を
受診する際に医療機関に提出してください。
受診後、医師から介護予防サービスの利用を勧められた方
は、基本健康診査とチェックリストの結果を持参し、最寄り
の地域包括支援センター（右表）へご相談ください。センタ
ーではみなさんの健康状態に合わせて必要に応じてケアプラ
ンを作成し、介護予防サービスをご紹介します。
e総合保健センター@46－3254

◆
基
金
の
取
り
崩
し

第
三
期
事
業
計
画
の
保
険
料
の
引

き
上
げ
幅
を
抑
制
す
る
た
め
、
基
金

か
ら
３
億
円
を
取
り
崩
し
ま
す
。
残

り
の
２
億
円
に
つ
い
て
は
サ
ー
ビ
ス

利
用
や
基
盤
整
備
の
想
定
外
の
事
態

に
対
応
す
る
た
め
、
積
み
立
て
を
継

続
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

◆
保
険
料
は
月
額
４
千
円

三
鷹
市
の
保
険
料
基
準
額
は
素

案
で
は
４
千
200
円
で
し
た
が
、

基
金
の
取
り
崩
し
に
よ
り
月
額
４

千
円
（
年
額
４
万
８
千
円
）
に
引

き
下
げ
て
決
定
し
ま
し
た
。ま
た
、

低
所
得
者
の
負
担
能
力
に
よ
り
き

め
細
か
く
対
応
で
き
る
よ
う
、
保

険
料
段
階
を
５
段
階
か
ら
６
段
階

へ
変
更
し
ま
し
た
（
表
１
）。

◆
市
独
自
の
利
用
者
負
担
軽
減
制

度
の
負
担
割
合
を
変
更

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
を
対

象
と
す
る
利
用
者
負
担
軽
減
制
度

の
負
担
割
合
を
見
直
し
、
通
所
介

護
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

サ
ー
ビ
ス
で
負
担
割
合
を
６
％
か

ら
５
％
に
引
き
下
げ
ま
し
た
。
新

た
に
始
ま
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

の
負
担
割
合
も
５
％
に
な
り
ま
す

（
表
２
）。

素
案
の
主
な
修
正
個
所
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◆
日
常
生
活
圏
域
の
設
定

市
内
７
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
住

区
を
生
活
圏
域
と
し
て
設
定
し
、

圏
域
ご
と
に
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
の
施
策
を
展
開
し
ま
す
。

◆
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
核

と
し
た
地
域
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
体
制

市
内
４
カ
所
に
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、介
護
予
防
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
、高
齢
者
や
家
族
へ
の

総
合
相
談
、虐
待
防
止
な
ど
の
権
利

擁
護
事
業
、ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
支
援

な
ど
の
事
業
を
行
い
ま
す
。

◆
地
域
支
援
事
業
の
推
進

要
支
援
・
要
介
護
状
態
に
な
る

お
そ
れ
の
あ
る
方
を
健
康
診
査
な

ど
で
把
握
し
、
市
が
実
施
す
る
運

動
機
能
向
上
、
栄
養
改
善
、
口
腔

機
能
向
上
の
事
業
へ
の
参
加
を
促

し
ま
す
。

◆
予
防
給
付
の
取
り
組
み

要
支
援
者
が
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
を
適
切
に
利
用
で
き
る
よ
う
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
保
健

師
な
ど
が
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
・

点
検
し
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
と
の
連
絡
調
整
を
行
い
ま
す
。

新
し
い
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
運
動

機
能
向
上
、
栄
養
改
善
、
口
腔
機
能

１
介
護
保
険
事
業
の
推
進

〜
必
要
で
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を

だ
れ
も
が
利
用
で
き
る
た
め
に
〜

「
第
三
期
三
鷹
市
介
護
保

険
事
業
計
画
」
骨
子

国 市 利用者

介護予防訪問介護・訪問介護
平成12年以前利用者（障がい者） 7％ 3％
利用者 7％ 3％

介護予防通所介護・通所介護 5％ 5％
介護予防通所リハビリテーション・通所リハビリテーション 5％ 5％
介護予防訪問看護・訪問看護 7％ 3％

第
三
期
三
鷹
市
介
護
保
険

事
業
計
画
が
確
定
し
ま
し
た

平
成
18
〜
20
年
度
を
計
画
期
間
と
す
る
「
第
三
期
三
鷹
市
介
護
保
険
事

業
計
画
」
が
確
定
し
ま
し
た
。

介
護
保
険
事
業
計
画
は
、
介
護
保
険
法
に
基
づ
き
３
年
ご
と
に
策
定
を

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
市
で
は
平
成
17
年
６
月
〜
18
年
２
月

に
同
計
画
を
検
討
す
る
市
民
会
議
を
開
催
し
、
計
画
の
素
案
を
策
定
し
ま

し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
素
案
を
「
広
報
み
た
か
」
特
集
号
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
表
し
、
地
域
説
明
会
を
開
催
し
て
多
く
の
市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら

ご
意
見
を
い
た
だ
き
、
計
画
策
定
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

計
画
の
骨
子
と
素
案
か
ら
変
更
し
た
点
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

な
お
、
計
画
の
全
文
は
高
齢
者
支
援
室
（
市
役
所
１
階
⑪
番
窓
口
）
で
配

布
す
る
ほ
か
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

e

高
齢
者
支
援
室
介
護
給
付
係
@
内
線
２
６
８
４

の
向
上
を
組
み
込
み
、利
用
者
の
選

択
に
基
づ
き
実
施
し
ま
す
。

◆
介
護
給
付
の
取
り
組
み

医
療
と
介
護
の
連
携
を
充
実

し
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
定
着
化
を

図
り
ま
す
。
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
で

あ
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
整

備
を
進
め
ま
す
。

◆
適
正
な
認
定
審
査
会
運
営
を
実

施
新
規
申
請
者
の
調
査
を
市
が
直

接
行
う
た
め
の
認
定
調
査
体
制
を

整
備
し
ま
す
。
10
の
合
議
体
に
よ

り
運
営
を
行
っ
て
い
る
認
定
審
査

会
の
統
一
性
を
図
る
た
め
に
研
修

や
調
整
会
議
を
行

い
ま
す
。

◆
相
談
体
制
の
充

実
・
強
化

身
近
な
と
こ
ろ
で

相
談
や
苦
情
に
対
応

す
る
た
め
、
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
を

は
じ
め
と
す
る
地
域

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

整
備
・
強
化
し
、
総

合
的
な
相
談
体
制
を

整
え
て
い
き
ま
す
。

◆
高
齢
者
の
権
利
擁

護
・
虐
待
防
止
の
推

進
成
年
後
見
制
度

２
円
滑
な
介
護
保
険
制
度
運
営

の
た
め
の
し
く
み
の
構
築

の
利
用
促
進
や
高
齢
者
の
虐
待
防

止
の
た
め
に
、
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
や
「
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー

み
た
か
」、
在
宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー
な
ど
が
連
携
し
ま
す
。

◆
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上

適
時
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

へ
の
指
導
・
検
査
、
事
業
評
価
を

行
い
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
に

努
め
ま
す
。

◆
制
度
の
周
知
の
徹
底
お
よ
び
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
や
関
係
団
体
と
の

連
携制

度
の
し
く
み
に
関
す
る
全
般

的
な
情
報
を
提
供
す
る
た
め
に
広

報
活
動
を
充
実
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
地
域
に
お
け
る
主
治
医
と

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
と
の
連
携

強
化
を
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
や
三
鷹
市
介
護
保
険
事
業
者
連

絡
協
議
会
の
活
動
を
通
し
て
進
め

て
い
き
ま
す
。

◆
第
三
期
事
業
計
画
期
間
の
財
政

計
画必

要
な
サ
ー
ビ
ス
が
行
き
渡
る

よ
う
基
盤
整
備
に
努
め
る
と
と
も

に
、
健
全
な
財
政
運
営
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。

◆
軽
減
制
度
の
充
実

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
に
対

す
る
利
用
者
負
担
軽
減
制
度
、
保

険
料
軽
減
制
度
な
ど
の
継
続
実
施

を
し
て
い
き
ま
す
。

３
健
全
な
財
政
運
営

段階 対象者 計算方法 月額（年額）
老齢福祉年金の受給者で被保険者
本人および世帯全員が住民税非課 基準額×0.5 2,000
税の場合 （24,000）円
生活保護受給者
被保険者本人・世帯員とも住民税
が非課税かつ被保険者本人の年金 基準額×0.5 2,000
収入とそのほかの所得の合計が80 （24,000）円
万円以下の方
被保険者本人・世帯員とも住民税

3,000が非課税で、第２段階に該当しな 基準額×0.75
（36,000）円い方

被保険者本人が住民税非課税（世
4,000帯に住民税が課税されている方が 基準額

（48,000）円いる場合）
被保険者本人に住民税が課税され

5,000ており、かつ合計所得金額が200 基準額×1.25
（60,000）円万円未満

被保険者本人に住民税が課税され
6,000ており、かつ合計所得金額が200 基準額×1.5

（72,000）円万円以上

（表１）保険料（１人当たり）

第
１
段
階

第
２
段
階

第
３
段
階

第
４
段
階
第
５
段
階

第
６
段
階

（表２）利用者負担軽減制度の負担割合（7月1日から変更予定）

身
体
障
が
い
や
慢
性
疾
患
を

も
つ
お
子
さ
ん
に
医
療
費
を

一
部
助
成

◆
自
立
支
援
医
療
（
育
成
医
療
）

対
象
は
、
次
の
全
て
の
条
件
を

満
た
す
方
。
①
保
護
者
が
三
鷹
市

に
在
住
す
る
満
18
歳
未
満
の
児
童

（
手
術
日
が
18
歳
の
誕
生
日
よ
り

前
で
あ
る
こ
と
）
で
、
②
身
体
に

機
能
障
が
い
が
あ
り
、
③
手
術
な

ど
に
よ
り
確
実
な
治
療
効
果
が
期

待
で
き
、
④
市
民
税
所
得
割
額
が

20
万
円
未
満
、
⑤
指
定
医
療
機
関

で
治
療
す
る
方
。

◆
小
児
慢
性
疾
患
医
療
費
助
成

対
象
は
次
の
条
件
を
い
ず
れ
も

満
た
す
方
。
①
三
鷹
市
在
住
の
満

18
歳
未
満
の
児
童
（
18
歳
未
満
で

認
定
を
受
け
、
引
き
続
き
医
療
券

を
交
付
さ
れ
て
い
る
方
は
満
20
歳

未
満
ま
で
延
長
可
）
で
、
②
小
児

慢
性
疾
患
の
対
象
疾
患
に
か
か
り
、

認
定
基
準
に
該
当
す
る
病
状
の
方
。

助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
申
請
が

必
要
で
す
。

い
ず
れ
も
助
成
対
象
と
な
ら
な

い
費
用
、
自
己
負
担
分
が
あ
り
ま

す
。

▼
子
育
て
支
援
室
（
市
役
所
４
階

i
番
窓
口
）
で
申
請
す
る
。
く
わ

し
く
は
同
室
@
内
線
２
６
７
７

へ
。「

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
・
ピ
ア

い
の
か
し
ら
」
入
居
者
募
集

こ
れ
ま
で
市
が
運
営
し
て
き
た

知
的
障
が
い
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

「
ピ
ア
い
の
か
し
ら
」（
井
の
頭
２
―

13
―
６
井
の
頭
福
祉
住
宅
３
階
）

は
、
４
月
１
日
か
ら「
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
・
ピ
ア
い
の
か
し
ら
」と
い
う

名
称
で
、
障
害
者
自
立
支
援
法
に

基
づ
く
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
事
業
所
に
変
わ
り
ま

し
た
。
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス

と
は
、
共
同
生
活
を
営
む
住
居
で
、

主
に
夜
間
や
休
日
に
相
談
や
日
常

生
活
上
の
援
助
を
行
う
サ
ー
ビ
ス

で
す
。
運
営
は
、
三
鷹
市
（
事
業

者
）
が
社
会
福
祉
法
人
東
京
都
知

的
障
害
者
育
成
会
に
委
託
し
ま
す
。

同
ホ
ー
ム
で
欠
員
を
募
集
し
ま

す
。

◆
入
居
要
件

共
同
生
活
を
営
む

の
に
支
障
の
な
い
障
が
い
者
（
主

た
る
障
が
い
種
別
は
知
的
障
が

い
）
で
、
身
辺
自
立
が
で
き
て
就

労
（
福
祉
的
就
労
を
含
む
）
し
、

日
常
生
活
を
維
持
す
る
収
入
が
あ

る
こ
と
な
ど
。

平
成
18
年
度
高
齢
者
訪
問
理

美
容
サ
ー
ビ
ス
の
申
し
込
み

寝
た
き
り
な
ど
の
た
め
に
理
美

容
店
に
行
く
こ
と
が
困
難
な
65
歳

以
上
の
市
民
の
方
の
お
宅
に
理
美

容
組
合
の
理
美
容
師
が
訪
問
し
、

調
髪
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
ま
す
。

対
象
は
介
護
保
険
の
要
介
護
度

３
以
上
の
方
、
ま
た
は
心
身
の
健

康
状
態
お
よ
び
ご
家
族
の
状
況
か

ら
、
自
ら
理
美
容
店
に
行
く
こ
と

が
で
き
な
い
方
（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ

ー
、
民
生
委
員
な
ど
の
確
認
が
必

要
）。
施
設
入
所
者
、
入
院
中
の

方
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
利
用
回

数
は
年
４
回
ま
で
。
自
己
負
担
額

は
１
回
500
円
。

▼
介
護
保
険
被
保
険
者
証
を
持
参

し
、
高
齢
者
支
援
室
（
市
役
所
１

階
⑫
番
窓
口
）
ま
た
は
市
内
各
在

宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
申
し
込
む
。

く
わ
し
く
は
高
齢
者
支
援
室

@
内
線
２
６
２
６
へ
。

介
護
者
談
話
室

三
鷹
市
社
会
福
祉
協
議
会
主

催
。
同
じ
悩
み
を
も
つ
介
護
者
同

士
で
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
、
交
流

や
情
報
交
換
、
家
族
介
護
に
つ
い

て
の
日
ご
ろ
の
悩
み
な
ど
を
話
し

合
い
ま
し
ょ
う
。
お
気
軽
に
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

▽
４
月
は
25
日
c

（
毎
月
第
４

火
曜
日
）
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

30
分
、
福
祉
会
館
で
。

▼
当
日
、
直
接
会
場
へ
。

e

同
協
議
会
@
79
―
３
５
０

５
・

zaitaku@
m
itakasha

kyo.or.jp

戦
没
者
等
の
遺
族
の
方
へ

特
別
弔
慰
金
を
支
給

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
遺
族

で
、
平
成
17
年
４
月
１
日
時
点
で

恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
や
戦

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に

よ
る
遺
族
年
金
等
を
受
け
る
方

（
戦
没
者
等
の
妻
や
父
母
等
）
が

い
な
い
場
合
に
、
特
別
弔
慰
金
と

し
て
額
面
40
万
円
、
10
年
償
還
の

記
名
国
債
が
支
給
さ
れ
ま
す
（
支

給
要
件
あ
り
）。
請
求
期
間
は
平

成
20
年
３
月
31
日
ま
で
。

く
わ
し
く
は
地
域
福
祉
課
@
内

線
２
６
１
３
へ
。

◆
募
集
人
数

男
女
各
１
人

◆
利
用
者
負
担
　
①
サ
ー
ビ
ス
利

用
料
＝
訓
練
等
給
付
費
の
１
割

（
定
率
負
担
。
た
だ
し
所
得
に
応

じ
た
上
限
が
あ
り
、
預
貯
金
な
ど

が
350
万
円
以
下
の
方
に
は
個
別

減
免
も
あ
り
ま
す
）、
②
住
居

費
＝
月
額
４
万
４
千
円
（
都
の
家

賃
助
成
１
万
２
千
円
ま
た
は
２
万

４
千
円
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
）、
③
食
材
料
費
＝
月
額

約
２
万
円
、
光
熱
水
費
＝
月
額
約

８
千
円
、
日
用
品
費
＝
月
額
約
３

千
円（
実
費
負
担
）

▼
４
月
17
日
b
〜
28
日
f
に
地
域

福
祉
課（
市
役
所
１
階
⑭
番
窓
口
）

へ
申
し
込
む
。
５
月
中
に
決
定
。

e

同
課
障
が
い
者
相
談
係
@

内
線
２
６
５
６
・
障
が
い
者
福
祉

係
@
内
線
２
６
１
８

地域包括 担当地域
支援センター

弘済園 井口、深大寺
下連雀5-2-5 新川1・4～6丁目
@48-8855 下連雀1・2・5・6丁目

はなかいどう 井の頭、北野、牟礼
牟礼6-12-30 新川2・3丁目
@44-7400

野村病院 大沢、野崎
下連雀8-3-6 上連雀6～9丁目
@40-2635 下連雀7～9丁目

太郎 中原、下連雀3・4丁目
下連雀4-2-8 上連雀1～5丁目
@76-4500


